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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【公開番号】特開2018-12305(P2018-12305A)
【公開日】平成30年1月25日(2018.1.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-003
【出願番号】特願2016-144669(P2016-144669)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ５０１　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６０９　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６０５　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６０７　

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月19日(2019.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する吐出口と、前記吐出口に連通している圧力室と、前記圧力室の内部に配
置されているエネルギ発生素子と、前記圧力室に液体を供給する供給路と、前記圧力室か
ら液体を回収する回収路と、を有する液体吐出ヘッドであって、
　前記吐出口には、該吐出口の内周縁から中央部に向かって突出する複数の突起が設けら
れており、前記突起同士が最も近接する位置における前記突起同士の間の間隔が５μｍ以
下であり、
　前記供給路及び前記回収路は、前記供給路から前記圧力室を通って前記回収路へ至る液
体の循環流を形成できるように、前記圧力室にそれぞれ接続されていることを特徴とする
液体吐出ヘッド。
【請求項２】
　前記吐出口は線対称な形状を有している、請求項１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３】
　前記吐出口の前記線対称な形状の対称軸は、前記圧力室を通る液体の流れの方向に平行
である、請求項２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項４】
　複数の前記突起の先端部同士が対向している、請求項１から３のいずれか１項に記載の
液体吐出ヘッド。
【請求項５】
　複数の前記突起の中心線同士が同一線上にある、請求項１から４のいずれか１項に記載
の液体吐出ヘッド。
【請求項６】
　複数の前記突起の先端部同士が対向していない、請求項１から３のいずれか１項に記載
の液体吐出ヘッド。
【請求項７】
　前記突起は、前記圧力室を通る液体の流れの方向に平行に延びている、請求項１から６
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のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項８】
　前記突起は、前記吐出口の内周縁から突出する根元部の幅が先端部の幅よりも大きい先
細の形状を有している、請求項１から７のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　液体を吐出する吐出口と、前記吐出口に連通している圧力室と、前記圧力室の内部に配
置されているエネルギ発生素子と、前記圧力室に液体を供給する供給路と、前記圧力室か
ら液体を回収する回収路と、を有する液体吐出ヘッドであって、
　前記吐出口は一部が絞られた形状であって、絞られた部分の最短径が５μｍ以下であり
、
　前記供給路及び前記回収路は、前記供給路から前記圧力室を通って前記回収路へ至る液
体の循環流を形成できるように、前記圧力室にそれぞれ接続されていることを特徴とする
液体吐出ヘッド。
【請求項１０】
　前記最短径は前記吐出口の中心を通る、請求項９に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１１】
　前記エネルギ発生素子は前記吐出口と対向する位置に配置されており、前記エネルギ発
生素子から前記吐出口までの距離は１２μｍ以下である、請求項１から１０のいずれか１
項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１２】
　基板と、該基板に積層されている吐出口形成部材とを含み、
　前記吐出口形成部材には、該吐出口形成部材を貫通する液体吐出路が形成されており、
　前記吐出口は、前記液体吐出路の、前記吐出口形成部材の前記基板に積層される面と反
対側の面に開口している開口端であり、
　前記圧力室は前記基板と前記吐出口形成部材との間に構成されて、前記液体吐出路と連
通している、請求項１から１１のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１３】
　前記吐出口形成部材の厚さは６μｍ以下である、請求項１２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１４】
　前記液体吐出路の液体吐出方向の長さは６μｍ以下である、請求項１２または１３に記
載の液体吐出ヘッド。
【請求項１５】
　前記圧力室を通る液体の流れの方向における前記圧力室の上流側の流路の、前記吐出口
形成部材及び前記基板の厚さ方向の高さであるＨ［μｍ］と、前記液体吐出路の液体吐出
方向の長さであるＰ［μｍ］と、前記液体の流れの方向に沿う前記吐出口の長さであるＷ
［μｍ］が、Ｈ-0.34×Ｐ-0.66×Ｗ＞１．７の関係である、請求項１２から１４のいずれ
か１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１６】
　粘度が１５ｃＰ以下の液体を吐出する、請求項１から１５のいずれか１項に記載の液体
吐出ヘッド。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッドと、前記供給路と前記回収路
とに接続されており、液体を貯留するタンクと液体を流れさせるためのポンプとを含む液
体供給系と、を含む、液体吐出装置。
【請求項１８】
　前記液体吐出ヘッドと前記液体供給系とによって、前記圧力室を通過する液体の循環流
路が構成されている、請求項１７に記載の液体吐出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の液体吐出ヘッドは、液体を吐出する吐出口と、吐出口に連通している圧力室と
、圧力室の内部に配置されているエネルギ発生素子と、圧力室に液体を供給する供給路と
、圧力室から液体を回収する回収路と、を有する。吐出口には、吐出口の内周縁から中央
部に向かって突出する複数の突起が設けられており、突起同士が最も近接する位置におけ
る突起同士の間の間隔が５μｍ以下であり、供給路及び回収路は、供給路から圧力室を通
って回収路へ至る液体の循環流を形成できるように、圧力室にそれぞれ接続されているこ
とを特徴とする。
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